
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
取
り

ま
と
め
た
「
鹿
角
市
農
業
施
策
へ
の

意
見
書
」
を
関
市
長
へ
手
渡
し
、
農

業
者
へ
の
支
援
を
強
く
要
望
し
て
お

り
ま
す
。

　
一
方
、
国
で
は
、
農
地
の
集
積
・

集
約
を
推
し
進
め
る
た
め
、
農
業
経

営
基
盤
強
化
促
進
法
を
令
和
四
年
五

月
に
改
正
し
、
市
町
村
は
、
こ
れ
ま

で
の
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
を
更
に

進
展
さ
せ
る
「
地
域
計
画
」
を
令
和

六
年
度
末
ま
で
に
作
成
す
る
予
定
と

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
地
域
計
画
に

お
い
て
農
業
委
員
会
は
、「
目
標
地
図

（
一
筆
毎
に
十
年
後
の
営
農
計
画
等
を

計
画
）」
素
案
の
作
成
を
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
各
地
域
に

お
い
て
担
い
手
や
関
係
団
体
な
ど
と

の
協
議
の
場
を
設
け
、
将
来
的
な
営

農
計
画
を
皆
様
と
と
も
に
立
案
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
山
積
す
る
諸
問
題
に
対

し
、
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
が
一
丸
と
な
り
、
農
地
の

集
積
・
集
約
化
と
い
っ
た
「
農
地
利

用
の
最
適
化
」
の
推
進
や
農
地
法
関

連
の
業
務
と
と
も
に
、
農
業
者
の
意

見
を
諸
施
策
に
反
映
さ
せ
、
関
係
機

関
と
の
連
携
を
強
化
し
、
諸
問
題
の

解
決
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で

引
き
続
き
、
ご
指
導
ご
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
新
年

の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

農業委員会だより

令和５年　第１号

発行：鹿角市農業委員会

鹿角市

目　次

編集・発行：鹿角市農業委員会　TEL.30-0283

鹿角市農業委員会
会長
兎 澤 悦 雄

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

　
皆
様
に
は
、
輝
か
し
い
初
春
を
お

迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
平
素
よ
り
農
業

委
員
会
の
業
務
に
対
し
格
別
の
ご
協

力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
全
国

的
な
課
題
で
あ
る
農
業
従
事
者
の
高

齢
化
、
深
刻
な
担
い
手
や
後
継
者
不

足
は
本
市
に
お
い
て
も
同
様
な
状
況

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
耕
作
放

棄
地
の
発
生
原
因
と
も
な
っ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
よ
る

肥
料
や
飼
料
な
ど
と
い
っ
た
農
業
資

材
の
高
騰
に
加
え
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
や
、
昨
年
八

月
に
発
生
し
た
大
雨
災
害
に
よ
る
農

作
物
・
農
地
・
農
業
用
施
設
へ
の
被

害
な
ど
が
農
業
経
営
に
多
大
な
影
響

を
も
た
ら
し
て
お
り
、
依
然
と
し
て

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
中
、
農
業
委
員
会
に
お

い
て
は
、「
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
」
に
則
り
、
農
業
委
員
及
び

農業委員・農地利用最適化
　　　　　　　　推進委員の募集　……　2
農業施策に係る意見書　…………………　3
農業委員永年勤続表彰　…………………　3
農業者年金  ………………………………… ４

兎
澤
　
　
悦
雄
（
寺
　
坂
）

田
口
　
　
　
元
（
浜
　
田
）

小
笠
原
　
正
光
（
瀬
田
石
）

中
村
　
　
和
廣
（
関
　
上
）

安
保
　
　
春
喜
（
大
　
里
）

石
鳥
谷
　
義
行
（
沢
小
路
）

高
谷
　
　
秀
和
（
久
保
田
）

阿
部
　
　
　
聖
（
三
ケ
田
）

福
島
　
美
紀
子
（
用
野
目
）

成
田
　
　
彩
子
（
中
　
野
）

阿
部
　
　
弘
子
（
荒
　
町
）

児
玉
　
　
廣
進
（
上
　
台
）

栁
沢
　
　
　
誠
（
倉
　
沢
）

【
花
輪
・
尾
去
沢
地
区
】

川
上
　
　
　
仁
（
三
ツ
矢
沢
）

小
舘
　
　
具
視
（
高
　
市
）

佐
藤
　
　
康
久
（
下
川
原
）

兎
澤
　
　
　
清
（
級
ノ
木
）

三
ケ
田
　
憲
悦
（
新
田
町
三
区
）

【
十
和
田
地
区
（
大
湯
・
草
木
を
除
く
）】

赤
坂
　
　
一
弘
（
神
　
田
）

木
村
　
　
良
一
（
長
者
久
保
）

沢
田
　
　
賢
市
（
冠
田
・
曲
谷
地
）

栁
沢
　
善
一
郎
（
高
　
田
）

【
大
湯
・
草
木
地
区
】

黒
沢
　
　
　
一
（
中
草
木
）

妹
尾
　
　
千
夏
（
中
　
町
）

湯
瀬
　
　
廣
美
（
堀
　
内
）

【
八
幡
平
地
区
】

阿
部
　
　
政
治
（
三
ケ
田
）

戸
田
　
　
公
雄
（
永
　
田
）

似
鳥
　
　
勇
一
（
松
　
館
）

1

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
業
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農地の売買や貸借などに関するご相談はお近くの農業委員、農地利用最適化推進委員までお気軽にお声がけください。

農業者の視点で充実した農業・農村の情報をお届けします
○発行日：毎週金曜日

○購読料：月７００円、年８，４００円（税込）

お申し込みは鹿角市農業委員会事務局まで

農業者の視点で充実した農業・農村の情報をお届けします
○発行日：毎週金曜日

○購読料：月７００円、年８，４００円（税込）

お申し込みは鹿角市農業委員会事務局まで



2

農　委　だ　よ　り 第１号（令和５年１月１日発行）

令和５年７月３１日をもって任期満了となる農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。

鹿角市農業委員及び
鹿角市農地利用最適化推進委員の募集！

募 集 人 数
対　象　者

資 格 要 件

応 募 方 法

受 付 期 間

応募状況の公表
選 考 方 法

委員の任期

主な業 務

問い合せ先

１３人
農業に関する識見を有し、農地等の利用
の最適化の推進に関する事項その他の農
業委員会の所掌に属する事項に関しその
職務を適切に行うことができる方

〒０１８－５２９２　　鹿角市花輪字荒田４－１
鹿角市農業委員会事務局　　　　☎０１８６－３０－０２８３

１５人
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識
見を有する者で、担当する区域内におい
て、農地等の利用の最適化の推進のため
の活動ができる方

農業委員選考委員会により候補者を選考
し、市議会の同意を得て市長が任命。
令和５年８月１日から
令和８年７月３１日までの３年間
・農地法によりその権限に属した事項
・農地利用の最適化の推進に関する指針
　の作成・変更
・農地の権利移動の許可・農地利用集積
　計画の決定
・農地転用許可に関する意見の決定
・その他農業委員会が必要とする活動

農地利用最適化推進委員選考委員会によ
り候補者を選考し、農業委員会が委嘱。
農業委員会が委嘱した日から令和８年７
月３１日まで（令和５年８月上旬委嘱）
・人・農地プランなど、地域の農業者等
　の話合いを推進
・農地の出し手・受け手へのアプローチ
　を行い、農地利用の集積・集約化を推進
・遊休農地の発生防止・解消を推進
・農業への新規参入の促進
・その他農業委員会が必要とする活動

農　業　委　員 農地利用最適化推進委員

次の要件に該当しないこと
①　市の職員。ただし特別職に属する職員を除く
なお、次のいずれかに該当する方は、委員となることができません。
ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
イ　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな
　くなるまでの方
自薦又は他薦により、応募用紙に必要書類を添えて持参により、鹿角市農業委員会事
務局に提出してください。
※応募用紙は、農業振興課、各支所、農業委員会事務局で配布または鹿角市ホーム
ページからもダウンロードできます。
令和５年１月１６日（月）～令和５年２月１５日（水）必着
受付　平日の８時３０分から１７時１５分（土曜、日曜、祝日は提出できません）
受付期間中及び期間終了後、鹿角市ホームページで公表します。（２回）
提出された応募・推薦用紙の内容及び市の農業の現状を理解し、今後の市の農業の発
展に資する方、農地の利用の最適化の推進に熱意をもって活動できる方。
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関市長へ「農業施策に係る意見書」を提出しました関市長へ「農業施策に係る意見書」を提出しました
　農業委員会の主要業務である「農地利用の最適化」の更なる推進と、近年の厳
しい農業情勢を踏まえ、農業者の代表でもある農業委員及び農地利用最適化推進
委員が意見を取りまとめ、今後の市の農業施策に活かしていただくよう、鹿角市
では初となる「農業施策に係る意見書」を昨年９月９日に提出いたしました。
　関市長からは「貴重なご意見なので、皆さんの声が活かせるよう頑張りたい」
との回答を得ております。

　安保春喜農業委員が、永年にわたり業務推進に功績のあった農業委員として、
一般社団法人秋田県農業会議会長表彰を受賞し、昨年１１月１日秋田県農業委員

会大会において表彰式が行われました。
　安保委員は平成２０年８月から１４年
間、農業委員として活動してこられ、現
在も農業委員を務めています。毎年農業
政策が変わる昨今ですが、今回の受賞を
励みとし、今後も鹿角市の農地を守る使
命を忘れずに活動していきたいと意気込
みを語っています。

「農業施策に係る意見書」
１「水田活用の直接支払い交付金の見直し」
２「燃料費、肥料等農業資材価格高騰に対
　　する支援」
３「農業農村整備事業の推進」
４「日本型直接支払制度の推進」
５「新規就農者育成総合対策」
６「災害復旧支援対策」
７「有害鳥獣等対策」
８「農業情勢の急激な変化に伴う農業者へ
　　の支援」

安保春喜農業委員　永年勤続農業委員表彰受賞安保春喜農業委員　永年勤続農業委員表彰受賞

「鹿角きりたんぽ FM　提供」

兎澤会長から意見書を受け取る関市長
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農業者年金加入推進研修会・加入推進対策会議を開催しました
　昨年１１月１６日、農業委員、農地利用最適化
推進委員による農業者年金加入推進研修会・加入
推進対策会議を開催しました。
　研修会では、一般社団法人秋田県農業会議の担
当者を講師に招き、「農業者年金制度の概要と加入
推進のポイント」について研修を行い制度への理
解を深めました。加入推進対策会議では、今年度
の新規加入目標の達成に向け、戸別訪問の実施に
ついて協議しました。
　農業委員会では一人でも多くの農業者に農業者
年金を知っていただくために PR 活動を展開してい
ます。

農 業 者 年 金農 業 者 年 金
１．若い農業者が加入しやすいよう保険料の納付下限額が２万円から１万円に引き
　　下げられました。（令和４年１月１日から）
　３５歳未満で要件を満たす方は、１万円からでも通常加入できるようになりました。
　※保険料引き下げ（保険料１万円以上）の対象者
　　次の①～⑤のいずれにも該当しない方
　　①　認定農業者かつ青色申告者
　　②　認定就農者かつ青色申告者
　　③　①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
　　④　認定農業者又は青色申告者
　　⑤　①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者
２．農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました。（令和４年４月１日から）
　　農業者老齢年金については、６５歳以上７５歳未満の間で、受給開始時期を選択
　することができるようになりました。（昭和３２年４月２日以降に生まれた方が対象）
３．農業者年金の加入可能年齢が引き上げられました。（令和４年５月１日から）
　　農業者年金に加入できる年齢が、２０歳以上６０歳未満から２０歳以上６５歳未
　満まで引き上げられました。ただし、国民年金の任意加入者に限ります。

令和４年から年金制度がさらに便利になりました令和４年から年金制度がさらに便利になりました


